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令和 3 年度の年金額に
ついて

年金課

令和3年度の年金額は

令和３年度の年金額が改定されたことにより、６月に順次「年金額・支給額変更通知書」
をお送りします。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価
変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額（新規裁定年金）、受給中の年金
額（既裁定年金）ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められてい
ます。

このため、令和３年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金
変動率（▲ 0.1％）によって改定されます。

◆「マクロ経済スライド」による年金額の調整

給付と負担の長期的な均衡を保つ観点から、平均余命の伸びや現役世代の減少に基づ
き「スライド調整率」が設定され、賃金・物価の変動が「プラス」となる場合において
調整されます。

賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行
わないこととされているため、令和３年度の年金額改定においては、マクロ経済スライ
ドによる調整は行われません。

なお、マクロ経済スライドの未調整分（▲ 0.1％）は翌年度以降に繰り越されます。

（※）加入期間や生年月日等の関係で改定率の引き下げ幅は 0.1％を前後する場合があります。
必ずしもすべての方が０.1％引き下がるわけではありません。

● 年金額・支給額変更通知書の送付について

６月１５日（火）に振り込まれる年金（4月分・5月分）は、０．１％
引き下げられた金額となります。

 0. １% の引き下げとなります。 0. １% の引き下げとなります。

●物価変動率　　　　　　 　0.0%　

●名目手取り賃金変動率　▲ 0.1%　

名目手取り賃金変動率がマイナスで、
名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る

名目手取り賃金変動率の▲ 0.1％が改定率となる。➡➡
➡➡
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年金支払通知書は、
年１回６月に送付します

年金課  年金給付担当

「年金支払通知書」は、年金受給者の方に対して年金支払額等をお知らせするものです。
年１回６月のみお送りしています。

支払額が変更になった場合や、振込先に変更があった場合は、その都度お送りします。
ただし、２月支給期における端数額の調整で変更が 5 円未満の場合は、お送りしていません。

（Ⅰ）には、次の年金の振込先と支払金額が記載されています。

・ 退職・障害・遺族共済年金や退職年金
・ 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金（ただし、共済組合からお支払する厚生年金です。）

（Ⅱ）には、次の年金の振込先と支払金額が記載されています。

・ 退職共済年金（経過的職域）、障害共済年金（経過的職域）、遺族共済年金（経過的職域）

（Ⅲ）には次の年金の振込先と支払金額が記載されています。

・ 平成２７年１０月１日に創設された年金払い退職給付の退職年金、公務障害年金、
  公務遺族年金

※   （Ⅰ）～（Ⅲ）の複数に差引支払額があり、振込先口座が同一の場合、その合計額で 
入金され、通帳にも合計額で表記されます。
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扶養親族等申告書に
ついてのお知らせ

年金課  年金給付担当

「扶養親族等申告書」提出のご案内は、９月中旬～１０月上旬に複数回に分けてお送り
する予定です。皆様のお手元に届く時期が若干異なりますので、ご了承ください。

今年度も、「扶養親族等申告書」の受付・審査事務は、皆様からのお問合せ等に、より
きめ細かく対応するため、専用の受付・審査場所、電話番号を設置して行います。

お問合せ等は、共済組合ではなく、特設電話番号までお願いいたします。
特設電話番号は、ご案内をお送りする際にお知らせします。

再就職した場合の
年金受給について

年金課  年金給付担当

1 再就職した場合
★ 　公務員として再就職した場合や国会・地方議会議員になられた場合は、共済組合へ

ご連絡ください。
  民間企業や再任用短時間職員に再就職した場合は連絡不要です。

現況届は次に該当する方
のみにお送りしています

年金課  年金給付担当

現況届は、年１回、受給者ご本人様の生存確認および加給年金額対象者の生計維持確認
をする大切なものです。
必ず提出してください。

◎　 住基ネット（住民基本台帳ネットワークシステム）で確認ができない方  
・外国に居住している方や住民票コードが確認できなかった方等

◎　加給年金額対象者がいる方
◎　 １８歳未満（年度末）の子または障害等級が１、２級の状態にある子がいる  

遺族厚生年金（公務員厚年）・遺族共済年金受給者の方

※　 上記以外の方は、住基ネットにより確認を行っていますので、現況届を提出する必要
はありません。

※　 各国の郵便事情もあり、現況届の用紙を共済組合ホームページからダウンロードでき
ますので、用紙が届かない場合はご利用ください。（メニューボタンの「年金」から「海外居
住者の方へ」をクリックしてください。）

▶  共済組合ホームページのＵＲＬ（アドレス）は、以下のとおりです。  
https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/
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２ 再就職した場合の年金受給
再就職（厚生年金に加入）をした月の翌月分から、受給されている年金と支給される

賃金等の金額により、年金の一部または全額が支給停止される在職老齢年金の支給とな
ります。

各月ごとの支給停止額の計算方法については以下のとおりです。

各月ごとの支給停止額の計算方法
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３ 再退職した場合
一般厚年や私学厚年の加入者で年金の一部または全額支給停止を受けていた方が再退

職した場合、退職した月の翌月分から支給停止が解除されます。
なお、日本年金機構等から提供される情報により支給停止の解除を行うため、実際の

解除は遅れることがありますが、支給年金は遡って精算されます。
公務員を再退職した場合は、再就職期間（公務員期間）を合算のうえ、新たな年金額

が決定されます。
国会議員・地方議会議員を辞められた場合、辞めた月の翌月分から支給停止が解除さ

れます。解除を行うためには、届出が必要ですので、ご連絡をお願いします。

年金課に電話をおかけになる場合、以下の時期・時間帯は、電話が大変混雑し、
つながりにくくなることがあります。

下記、年金課メールアドレスを活用したお問い合わせにご協力くださいますよう
お願いいたします。

また、メールでのお問い合わせの際には「８５９６」で始まる年金証書記号番号、
氏名、連絡先電話番号の記載も合わせてお願いします。

年金課メールアドレス：S9000063@section.metro.tokyo.jp

年金課からのお願い

電話が混み合う時期・時間等
• 月曜日など休日明けの午前中
• 平日の１２時から１３時まで
• 年金支給日の前後 （偶数月の９日～１６日頃）
•「年金支払通知書」等の通知書を発送する時期 （毎年６月上旬から中旬）
•「公的年金等の扶養親族等申告書」手続期間中 （毎年９月下旬から 10 月下旬）
•「公的年金等の源泉徴収票」の発送時期 （毎年１月中旬）

年金課メールアドレスへのお問い合わせに年金課メールアドレスへのお問い合わせに
ご協力くださいご協力ください

都共済年金課【ナビダイヤル】（０５７０） ０３－４１６５につきまして
〇　ナビダイヤルへは、携帯電話、PHS からもご利用いただけますが、各携帯電話の無料

通話分やカケホーダイなどの定額通話分の対象外となりますので、ご了承ください。
〇　IP 電話、一部携帯電話、海外からの通話は受付できないことがありますので、その場合

は、０３－５３２０－７３９０におかけください。
　なお、この場合ナビダイヤルが優先となるためつながりにくい場合があります。
〇　ナビダイヤルにより、より正確な着信件数の把握に努め、今後の業務改善に役立ててま

いります。
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東京都職員共済組合 シティ・ホール診療所
都庁第二本庁舎 17 階   TEL.03 − 5320 − 7358（受付）

※各科の紹介、診療日程及び休診情報等は、職員共済組合ホームページに掲載していますので、ご覧ください。
https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/prv/city-hall/main.html

【午前】   8  時 45 分から 11 時 00 分まで
【午後】  12 時 30 分から 15 時 45 分まで

診 療 科

診療受付時間

内科・外科（整形外科）・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科

広 告
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